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【はじめに】 

 昨年度から看護記録の質向上を目指して取り組みを行っている。今回、看護の質を評価するため

に監査用紙を作成し、リンクナース会で看護記録の質監査（以下監査とする）を実施した。今後の

課題が明確になったため報告する。 

 

【方法】 

 看護過程に沿って監査項目を6項目、監査内容を13項目で監査用紙を作成。評価基準を80％以上

記載ありで「できている」それ以下を「できていない」と設定。9月リンクナース会で看護記録、

看護過程、監査についての学習会と模擬患者で監査を実施。システムリンクナースの受持ち患者で

看護記録の自己評価を実施後、10月リンクナース会で3、4人のグループで他者評価を実施。その後、

学習会と監査に関するアンケートを実施。 

 

【結果】 

 模擬患者の監査では、監査項目もしくは監査内容で評価しており、評価の仕方にバラツキがあっ

た。また、監査項目6項目のうち4項目が評価者によって評価が異なっていた。受持ち患者の監査で

は、事前監査で病棟独自の記録や80％以上記載できているとの判断に困る意見が多かった。また、

グループでの監査を通して、他者からの意見や自部署の記録、他部署の記録から、違いや良さ、改

善点を認識することができたとの意見が多かった。アンケートから、学習会の内容が5段階評価の3

以上理解できたと評価している。 

 

【考察】 

 監査の前に学習会を行った事で、監査を行う看護記録と看護過程の関係が理解でき、記録の重要

性を再認識することが出来た。しかし、模擬患者での監査では、監査者によって評価が異なってお

り、妥当性の高い評価とはいいがたい。また、実際の監査でも評価の判断が難しかったとの意見が

多く挙がっており、妥当性のある、より客観性のある評価が難しいと言える。今回の取り組みだけ

では、妥当性の高い監査をするには不十分である。 

 

【まとめ】 

 監査は、看護実践の妥当性を評価することである。評価するためには、監査者の育成が必要であ

る。また、看護実践（看護過程）が見える記録となるように記録の検討や監査用紙、監査システム

の見直し、検討が必要である。 
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